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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　保管のための畳まれた形態と、衣料品を支持するための展開した形態との間で可動な展
開式衣服フレームであって、
　前記端部支持組立体は地面と係合し、地面により支持される側方に配置された一対の端
部支持組立体を備え、前記フレームは地面に支持され、そこから長手方向に延び、
　さらに、それぞれ前記端部支持組立体の間を延び、該端部支持組立体にヒンジ結合され
た二つの長手方向に配置された折畳可能組立体を備え、夫々の折畳可能組立体は二つの部
分として設けられ、これら二つの部分はこれらの間を相対移動し、各折畳可能組立体が、
前記一対の端部支持組立体の間を折畳軸を中心として、折り畳まれるのを可能とし、かつ
、各折畳可能組立体の折畳軸は同一平面で平行であり、
　さらに、折畳可能組立体の間を長手方向に延びるリンケージ組立体を備え、リンケージ
組立体は、前記折畳可能組立板が前記折畳軸を中心に折り畳まれると、端部支持組立体が
互いに向かって付勢され、かつ、前記フレームが展開形態から畳まれた形態へと移行する
際に、互いに平行に維持され、
　さらに、前記展開した形態で前記フレームを固定するように、前記折畳可能組立体の少
なくとも一つの前記二つの部分を固定するためのロック組立体を備え、前記ロック組立体
は、係合可能かつ協働する部分を含み、
　前記フレームが展開形態へと付勢されると、前記係合可能かつ協働する部分が、互いに
向かって付勢され、前記二つの部材を互いに対して固定し、前記フレームを展開した形態
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に維持し、
　前記フレームが展開した形態から畳まれた形態へと付勢されると、前記協働する部分の
係合が解除され、前記フレームが畳まれた形態へと移行することが可能になり、
　前記係合可能かつ協働する部分は、少なくとも一つの突出部と、少なくとも一つの溝部
とからなり、前記少なくとも一つの突出部は、折畳可能組立体のうちの少なくとも一つの
前記二つの部分を互いに固定するため、前記少なくとも一つの溝部に受け入れられるよう
に形成されている、
　ことを特徴とする衣服フレーム。
【請求項２】
　前記折畳可能組立体の折畳軸は、前記一対の端部支持組立体の実質的に中間の平面を延
びる、請求項１に記載された展開式衣服フレーム。
【請求項３】
　前記リンケージ組立体は、長手方向に、かつ、各折畳可能組立体の二つの側部の中間を
延びるリンケージ部材を備える、請求項１又は２に記載された展開式衣服フレーム。
【請求項４】
　前記リンケージ組立体は、一対の対向して配置されたリンケージ部材を備え、前記一対
のリンケージ部材は、前記折畳可能組立体の二つの側部で、前記折畳軸と交差して、前記
折畳可能組立体の前記部分を架橋する、請求項１又は２に記載された展開式衣服フレーム
。
【請求項５】
　前記リンケージ組立体は、概して細長い構成を有する、請求項３又は４に記載された展
開式衣服フレーム。
【請求項６】
　前記リンケージ組立体は、前記折畳軸を中心に、前記折畳可能組立体とヒンジ結合され
ている、請求項３から５のいずれか１項に記載された展開式衣服フレーム。
【請求項７】
　前記リンケージ組立体は、各折畳軸を中心に等距離で、前記折畳可能組立体の二つの部
分に、ヒンジ結合されている、請求項３から５のいずれか１項に記載された伸縮可能な衣
服フレーム。
【請求項８】
　前記少なくとも一つの突出部及び前記少なくとも一つの溝部は、それぞれ、折畳可能組
立体のうちの少なくとも一つの前記二つの部分にそれぞれ配置されている、請求項１に記
載された伸縮可能な衣服フレーム。
【請求項９】
　前記少なくとも一つの突出部及び前記少なくとも一つの溝部は、折畳可能組立体のうち
の少なくとも一つの、二つの側部に設けられている、請求項１に記載された伸縮可能な衣
服フレーム。
【請求項１０】
　前記少なくとも一つの溝は、前記折畳可能組立体の少なくとも一つの前記二つの部分の
それぞれに配置された、少なくとも一つの突出部を受け入れるように、前記リンケージ組
立体に配置されている、請求項１に記載された伸縮可能な衣服フレーム。
【請求項１１】
　前記ロック組立体は、前記少なくとも一つの突出部を前記少なくとも一つの溝へ弾性的
に付勢する付勢手段を備える、請求項８から１０のいずれか１項に記載された伸縮可能な
衣服フレーム。
【請求項１２】
　前記折畳可能組立体は、一対の側方に配置された細長いアーム部材を備え、これら一対
のアーム部材は、これらの間を伸びる間隔をあけた複数の衣服懸下部材により、平行に間
隔をかえた関係を保たれている、請求項１から１１のいずれか１項に記載された伸縮可能
な衣服フレーム。
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【請求項１３】
　折畳可能組立体は、それぞれ、側方に延びる間隔をあけた複数の衣服懸下部材を備える
、請求項１から１１のいずれか１項に記載された伸縮可能な衣服フレーム。
【請求項１４】
　前記端部支持組立体は、それぞれ、概して鉛直な一対の支持スタンドを備え、前記支持
スタンドは、これらの間を長手方向に間隔をあけて延びる複数の棒材により、平行に間隔
をあけた関係に保たれている、請求項１から１３のいずれか１項に記載された伸縮可能な
衣服フレーム。
【請求項１５】
　前記端部支持組立体は、それぞれ地面と係合するための一対の車輪を備える、請求項１
４に記載された伸縮可能な衣服フレーム。
【請求項１６】
　さらに、第三の端部支持組立体を備え、前記第三の端部支持組立体は、第三の折畳可能
組立体により、前記一対の側方に配置された端部支持組立体と、平行に側方に間隔をあけ
て保たれている、請求項１から１５のいずれか１項に記載された伸縮可能な衣服フレーム
。
【請求項１７】
　さらに、第四の折畳可能組立体を備え、前記第四の折畳可能組立体は、二つの部分とし
て、かつ前記一対の支持組立体のそれぞれとヒンジ結合されており、前記第四の折畳可能
組立体は、前記二つの長手方向に配置された折畳可能組立体から長手方向に間隔をあけて
おり、前記リンケージ部材により、前記二つの長手方向に配置された折畳可能組立体に対
して、平行に保たれている、請求項１から１６のいずれか１項に記載された伸縮可能な衣
服フレーム。
【請求項１８】
　展開形態において、前記折畳可能組立体は、実質的に水平面内にある、請求項１から１
７のいずれか１項に記載された伸縮可能な衣服フレーム。
【請求項１９】
　前記少なくとも一つの突出部及び前記少なくとも一つの溝部は、ポリマー材料から形成
されている、請求項１から１８のいずれか１項に記載された伸縮可能な衣服フレーム。
【請求項２０】
　前記端部支持組立体及び前記折畳可能組立体は、耐酸化材料で被覆されている、請求項
１から１９のいずれか１項に記載された伸縮可能な衣服フレーム。
【請求項２１】
　前記端部支持組立体及び前記折畳可能組立体は、アルミニウム又はアルミニウム合金材
料からなる、請求項１から２０のいずれか１項に記載された伸縮可能な衣服フレーム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、衣料品をかけるフレームの分野に関し、特に、衣料品などを支持する展開式
衣服フレームに関する。
【背景技術】
【０００２】
　今日、生活空間が限られているため、家庭で衣服をかけるのが困難である。現代の生活
スペースでは、例えば、衣服をかけるためのバルコニー又は特定の区域は、通常設けられ
ていない。これは、衣服の乾燥は、衣料乾燥機又はクリーニング店を利用して行う必要が
あることを意味し、このことはコストがかかるとともに、エネルギーを消費する。
【０００３】
　折畳可能な衣服フレームが、衣服や衣服ハンガーを支持するのに用いられてきた。典型
的には、折畳可能な衣服フレームは、展開した形態と、畳まれた形態との間で可動である
。展開した形態は衣服を懸下するための支持を提供し、畳まれた形態は運搬及び保管を容
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易にする。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　折畳可能な衣服フレームは、展開したフレームが畳まれた形態へと移行しないようにロ
ックするためのロック機構を必要とする。展開したフレームは、ロックされていない場合
、折り畳まれる、又は、さもなければ、比較的に簡単に畳まれた形態へと戻る。これは、
支持されていた衣服が落下し、これにより、利用者に不便と経済的な損失を与えることと
なる。さらには、ロックされていない、または、固定されていない衣服フレームは、非制
御又は不注意な状態で折りたたまれたとき、人又は動物を傷つける、さもなければ近くの
物を損傷する。しっかりとしたロック機構を備えていない折畳可能な衣服フレームは、ま
た、強風や太陽が存在する屋外環境で損傷を受けやすい。
【０００５】
　本発明の目的は、従来技術の課題の少なくともいくつかを克服又は実質的に改善する展
開可能衣服フレームを提供することである。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　第１の態様では、本発明は、保管のための畳まれた形態と、衣料品を支持するための展
開した形態との間で可動な衣服フレームを提供し、このフレームは、
　地面と係合し、地面により支持されるための一対の側方に配置された端部支持組立体を
含み、フレームはその上に支持され、そこから長手方向に延びており、
　さらに、それぞれが各端部支持組立体の間を伸び、各端部支持組立体にヒンジ係合され
た二つの長手方向に配置された折畳可能組立体を含み、各折畳可能組立体は、一対の端部
支持組立体の間の折畳軸を中心として、各折畳可能組立体の折畳を可能とする相対移動す
る二つの部品として設けられ、各折畳可能組立体の折畳軸は、同一平面上かつ平行であり
、
　さらに、折畳可能組立体の間に長手方向に延びるリンケージ組立体を備え、リンケージ
組立体は、フレームが展開形態から畳まれた形態へ移行する時に、折畳組立体が折畳軸を
中心に折りたたまれると、端部支持組立体が互いに向かって付勢され、かつ、互いに平行
に維持されるように、形成され、
　さらに、折畳可能組立体の少なくとも一つの二つの部品を、フレームを前記展開形態に
固定するように、互いに対して固定するロック組立体を含み、ロック組立体は係合可能か
つ、協働する部分を含み、
　フレームが展開形態へ付勢されると、係合可能かつ協働する部分が、互いに向かって付
勢され、二つの部分を互いに固定し、フレームを展開形態に維持するように係合し、
　フレームが展開形態から畳まれた形態へ付勢されると、協働する部分の係合が解除され
、フレームが畳まれた形態へ移行するのが可能となる。
　折畳可能組立体の折畳軸は、好ましくは、一対の端部支持組立体の実質的中間の平面を
延びている。
【０００７】
　好ましくは、リンケージ組立体は、長手方向に、かつ、各折畳可能組立体の二つの側面
の中間を延びるリンケージ部材を備え、より好ましくは、リンケージ組立体は、一対の対
向して配置されたリンケージ部材を備え、一対のリンケージ部材は、折畳可能組立体の二
つの側部に、折畳軸を横切って架橋されている。
　好ましくは、リンケージ組立体は、全体的に細長い構造を有する。
【０００８】
　リンケージ組立体は、折畳可能組立体と、折畳軸を中心にヒンジ結合されている。代わ
りに、リンケージ組立体は、折畳可能組立体の二つの部品のそれぞれと、各折畳軸を中心
に等距離にヒンジ結合されていてもよい。
【０００９】



(5) JP 5367103 B2 2013.12.11

10

20

30

40

50

　係合可能かつ協働する部分は、少なくとも一つの突出部及び少なくとも一つの溝を備え
、少なくとも一つの突出部は、折畳可能組立体の少なくとも一つの二つの部分を互いに固
定するため、少なくとも一つの溝に受け入れられるように形成されている。
【００１０】
　少なくとも一つの突出部及び少なくとも一つの溝は、それぞれ、折畳可能組立体の少な
くとも一つの二つの部分のそれぞれに配置されてもよい。
【００１１】
　少なくとも一つの突出部及び少なくとも一つの溝は、折畳可能組立体の少なくとも一つ
の二つの側部に設けられてもよい。
【００１２】
　少なくとも一つの溝は、リンケージ組立体に配置され、折畳可能組立体の少なくとも一
つの二つの部分の夫々に配置された少なくとも一つの突出部を受け入れる。
【００１３】
　好ましくは、ロック組立体は、少なくとも一つの突出部を少なくとも一つの溝へ弾性的
に付勢する付勢手段を備える。
【００１４】
　折畳可能組立体はそれぞれ、一対の側方に配置された展開アーム部材を備え、アーム部
材は、それらの間に延びる間隔をあけて設けられた衣服懸下部材により、平行に間隔をあ
けた関係で維持されている。代わりに、折畳可能組立体はそれぞれ、複数の側方に延び、
間隔をあけた衣服懸下部材を備える。
【００１５】
　好ましくは、端部支持組立体はそれぞれ、一対の概して垂直な支持スタンドを備え、こ
のスタンドは、これらの間を延びる複数の長手方向に間隔をあけた棒材により平行に間隔
をあけた関係で維持される。
　端部支持部材は、それぞれ、地面に係合するための一対の車輪を備える。
【００１６】
　展開式衣服フレームは、さらに、第３の折畳可能組立体により側方に配置された一対の
端部支持部材と平行で側方に間隔をあけた関係で維持される第３の端部支持組立体を備え
、さらに、二つの部品として設けられ、一対の端部支持組立体の夫々にヒンジ結合された
第４の折畳可能組立体を備え、第４の折畳可能組立体は、長手方向に配置された二つの折
畳可能組立体から長手方向に間隔をあけており、リンケージ部材により、長手方向に配置
された二つの折畳可能組立体と平行に維持されている。
【００１７】
　好ましくは、展開形態で、折畳可能組立体は、実質的に水平面に位置する。
　好ましくは、少なくとも一つの突出部及び少なくとも一つの溝は、ポリマー材料から形
成される。
【００１８】
　端部支持組立体及び折畳可能組立体は、耐酸化材料により被覆されるとよい。代わりに
、端部支持組立体及び折畳可能組立体は、アルミニウム又はアルミニウム合金材料により
形成されてもよい、
【発明の効果】
【００１９】
　本発明によれば、固定機構を備えた展開式衣服フレームが提供される。
【図面の簡単な説明】
【００２０】
【図１】フレームが展開形態にある、本発明による展開式衣服フレームの一実施形態の斜
視図を示す。
【図２】フレームが部分的に畳まれた形態にある、図１の展開式衣服フレームの斜視図を
示す。
【図３】フレームが完全に畳まれた形態にある、図１の展開式衣服フレームの斜視図を示
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す。
【図４】本発明による、展開式衣服フレームのロック組立体の一実施形態の斜視図を示す
。
【図５】展開式衣服フレームが部分的に畳まれた形態にある、図４に示すロック組立体の
斜視図である。
【図６】展開式衣服フレームが他の部分的に畳まれた形態にある、図４に示すロック組立
体の斜視図である。
【図７】フレームが展開した形態にある、本発明による展開式衣服フレームのロック組立
体の他の実施形態の斜視図を示す。
【図８】フレームが部分的に畳まれた形態にある、図７のロック組立体の斜視図を示す。
【図９】フレームが部分的に畳まれた形態にある、本発明による展開式衣服フレームのさ
らなる実施形態の斜視図である。
【図１０】フレームが展開形態にある、図９の展開可能衣服フレームの斜視図を示す。
【図１１】フレームが部分的に畳まれた形態にある、本発明による展開可能衣服フレーム
のさらなる実施形態の斜視図である。
【図１２】フレームが展開形態にある、図１１の展開式衣服フレームの斜視図を示す。
【図１３】フレームが展開形態にある、本発明による展開式衣服フレームのさらなる実施
形態の正面図を示す。
【図１４】（ａ）－（ｅ）は、展開式衣服フレームに用いられる本発明によるロック部材
の実施形態の拡大斜視図を示す。
【図１５】（ａ）－（ｅ）は、展開式衣服フレームに用いられる本発明によるロック部材
のさらなる実施形態の拡大斜視図を示す。
【図１６】（ａ）－（ｅ）は、展開式衣服フレームに用いられる本発明によるロック部材
のさらなる実施形態の拡大斜視図を示す。
【発明を実施するための形態】
【００２１】
　以下、添付の図面を参照して、例示により、本発明の好適な実施形態をより詳細に説明
する。
　図１、２及び３を参照すると、本発明による展開式衣服フレーム１０の例示が示されて
いる。特許を請求し、かつ記載された展開式衣服フレーム１０は、衣料品を懸下又は支持
し、さもなければ、衣服のハンガーを支持するのに好適であり、かつ、屋内又は屋外のい
ずれの利用に対しても好適である。展開式フレーム１０は、図３に示すような、運搬及び
保管を容易にするための畳まれた形態と、図１に示すような、衣服を懸下及び支持するた
めの展開した形態との間を可動である。さらに、展開式衣服フレーム１０は、図２に示す
ような、衣料品を懸下するための部分的に畳まれた形態で保持してもよい。
【００２２】
　展開式衣服フレーム１０は、側方に配置された一対の端部支持組立体１１、１２と、上
方及び下方の折畳可能組立体２１、２２と、一対のリンケージ部材３１、３２を備えたリ
ンケージ組立体３０と、を備える。本実施形態では、端部支持組立体１１、１２と、上方
及び下方の折畳可能組立体２１、２２と、リンケージ部材３１、３２とは、フレーム１０
が、雨、紫外線劣化を生じる太陽光などへ長期間曝されるなどの、屋外環境要因により劣
化するおそれを軽減するため、アルミニウム合金からなる。しかしながら、これらの組立
体及び部材を他の材料で形成し、端部支持組立体１１、１２、上方及び下方の折畳可能組
立体２１、２２、及びリンケージ部材３１、３２の表面を耐酸化材料により被覆してもよ
い。
【００２３】
　地面から一対の端部支持組立体が長手方向及び鉛直方向に延び、この地面上にフレーム
１０が支持される。図２に示すように、それぞれの支持組立体１１、１２は、一対の鉛直
支持スタンド１３、１４を備える。一対の鉛直支持スタンド１３、１４は、地表から長手
方向に延び、複数の棒材１５、１６により平行に間隔をあけた関係で維持されている。複



(7) JP 5367103 B2 2013.12.11

10

20

30

40

50

数の棒材１５、１６は、長手方向、すなわち鉛直方向に間隔をあけて配置されて、それぞ
れの対となる支持スタンド１３、１４の間を伸びる。当業者であれば、棒材は、衣服ハン
ガー又は衣料品を支持するために用いられ、棒材の数は必要に応じて変えられることは予
期できるだろう。例示実施形態には示していないが、端部支持スタンド１３，１４は、運
搬及び保管を容易にするため、車輪を備えてもよい。さらに、当業者は、すでに理解する
だろうが、一対の端部支持組立体１１、１２は、地面に対して鉛直に配置される必要はな
い。例えば、端部支持組立体１１、１２は、本発明の範囲から離れることなく、地面から
離れるにつれて、わずかに先細りになっていてもよい。
【００２４】
　展開式衣服フレーム１０が展開形態にある図１に示すように、上方及び下方の折畳可能
組立体２１、２２は、端部支持組立体１１、１２の間を長手方向に延びる。上方の折畳可
能組立体２１には、二つの部分２３、２４が設けられ、下方の折畳可能組立体には、二つ
の部分２５、２６が設けられている。部分２３、２４、２５、及び２６は、これらの折畳
端部でリンケージ組立体３０のリンケージ部材３１、３２により一緒に連結され、一対の
端部支持組立体１１、１２にヒンジ結合されている。このように、折畳可能組立体のこれ
らの部分は互いに対して回動し、これにより、上方及び下方の折畳可能組立体２１，２２
は、それぞれ、端部支持組立体１１、１２の間に位置する軸ａ、ｂを中心に折り畳むこと
ができる。例示の実施形態では、軸ａ、ｂの両者は、一対の支持組立体の実質的に中間の
面内を互いに対して平行に延びているが、当業者は、すでに予期しているだろうが、軸は
異なる面内に位置し、端部支持組立体１１、１２の中間点から離れて位置してもよい。
【００２５】
　図１、２に最も良く示されているように、各折畳可能組立体２１、２２は、一対の細長
い側方アーム２７、２８を備え、これらの側方アーム２７、２８は、複数の間隔をあけた
衣服懸下部材２９により平行に間隔をあけて維持されている。本実施形態では、複数の衣
服懸下部材２９は、軸ａ及びｂに平行な方向に延びる。しかしながら、当業者は予期する
だろうが、懸下部材２９はフレーム１０の側方方向に延びることができる。
【００２６】
　一対のリンケージ部材３１，３２は、上方及び下方の折畳可能組立体２１、２２の間を
長手方向に延びる。本実施形態では、リンケージ部材３１、３２は、対向して配置され、
一対の細長い側方アーム２７、２８に設けられ、全体的に細長い金属プレートからなる。
しかしながら、当業者は予期するだろうが、本発明の範囲から離れることなく、リンケー
ジ部材３１、３２は、他の構造（例えば、ダンベル形態、環状構造等）又は他の材料（例
えば、プラスチック）であってもよい。リンケージ部材３１、３２は、折畳可能組立体の
部分２３、２４、２５、及び２６、を、各折畳軸ａ、ｂに対して交差して架橋し、上方及
び下方の折畳可能組立体２１，２２を架橋する。しかしながら、単一のリンケージ部材が
上方及び下方の折畳可能組立体２１，２２を架橋するために用いられ、単一のリンケージ
部材は、一対の細長い側方アーム２７、２８の何れか一方において、又は、二つの側方ア
ーム２７、２８の中間点において、折畳可能組立体２１、２２に設けられてもよい。図１
、２及び３に示すように、部分２３、２４、２５及び２６を架橋することにより、端部支
持組立体１１、１２が互いに向かって付勢された時に、フレームは、展開形態から畳まれ
た形態へと移行し、上方及び下方の折畳可能組立体２１、２２の部分２３、２５及び部分
２４、２６は、互いに平行に保たれる。本実施形態では、各リンケージ部材３１、３２は
、折畳可能組立体の部分２３、２４、２５、２６と、各折畳軸ａ、ｂを中心に等距離でヒ
ンジ結合されている。言い換えると、部分２３、２４、２５、２６が周り回動する回動ジ
ョイントが、各折畳軸ａ、ｂを中心に等距離に配置されている。しかしながら、当業者は
認識するだろうが、本発明の範囲を離れることなく、回動ジョイントは別な方法で配置さ
れてもよい。
【００２７】
　図４、５、及び６を参照すると、本発明による展開式衣服フレーム１０の利用のための
固定組立体４０の例示が示されている。特許請求され、かつ記載された固定組立体４０は
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、二つの部分を互いに移動不可能に保持するように、上方の折畳可能組立体の二つの部分
２３、２４及び／又は下方の折畳可能組立体の二つの部分２５、２６を解除可能に固定す
るのに適している。図６に最も良く示されているように、ロック組立体は、係合可能及び
協働する部分、すなわち、突出部４１及び溝４２を含む。突出部４１は、二つの部分を互
いに固定するように、溝４２内に受け入れられるように寸法決めされ、形態が決められて
いる。ばねは二つの部分を固定するのに必須ではないが、付勢手段、例えばばね（図示せ
ず）が、突出部４１を溝４２へ付勢するために設けられている。本実施形態では、突出部
４１及び溝４２は、それぞれ、上方の折畳可能組立体２１の二つの部分２３、２４にそれ
ぞれ設けられている。畳まれた折畳可能組立体２１、２２を下方に付勢すると、フレーム
が畳まれた形態から展開した形態へと付勢され、突出部４１及び溝部４２が互いに向かっ
て付勢される。突出部４が溝部４２内に受け入れられると、突出部４１及び溝４２はが協
働して、上方の折畳可能組立体２１の二つの部分２３，２４を互いに対して保持する。上
方の折畳可能組立体２１及び下方の折畳可能組立体２２がリンケージ組立体３０により結
合され、下方の折畳可能組立体２２の二つの部分２５、２６は、また互いに対して固定さ
れる。突出部４１を溝部４２外へと付勢することにより、上方の折畳可能組立体２１の二
つの部分２３、２４にいかなる固定力も作用せず、これにより、これらの部分が互いに自
由に折り曲がることを可能にする。本実施形態では、折畳可能組立体２１，２２の少なく
とも一方を持ち上げる、又は端部支持組立体１１、１２を互いに向けて付勢することによ
り、突出部４１が溝部４２外へと付勢され、これにより、展開可能衣服フレーム１０が展
開形態から畳まれた形態へと移行することができる。
【００２８】
　当業者は認識しているが、突出部４１及び溝部４２は、上記とは異なる方法で構成され
てもよい。例えば、複数の突出部が、上方の折畳可能組立体２１の二つの部分２３、２４
の両方に設けられ、突出部を受け入れるため、リンケージ組立体３０に溝部が配置される
。代わりに、リンケージ組立体３０にもうけられた各突起部を受け入れるため、溝部が上
方の折畳可能組立体２１の二つの部分２３、２４に設けられる。代わりに、溝部及び突出
部が、リンケージ組立体３０に設けられた突出部及び溝部それぞれと係合するために、上
方の折畳可能組立体２１の二つの部分２３、２４に設けられてもよい。
【００２９】
　例示の実施形態では、ロック組立体４０が、上方の折畳可能組立体２１の二つの側方ア
ーム２７、２８のそれぞれに設けられている相補的な突出部及び溝部からなるが、当業者
であれば、ロック組立体４０が他の異なる位置に配置されてもよく、二つの部分２３、２
４を固定するための異なる数の固定部材を備えてもよい。例えば、一つの突出部及び一つ
の溝部を備えた単一の固定部材は、二つのアーム２７、２８の中間又は中央で、二つの部
分２３、２４にそれぞれ配置されてもよい。さらに、本実施形態の突出部４１及び溝部４
２は、ポリマー材料からなるが、当業者は他の材料を使用できることを理解できるだろう
。
【００３０】
　図７、８を参照すると、本発明による展開式衣服フレーム１００を使用するための他の
固定組立体１４０の例が示されている。固定組立体１４０は、上方の折畳可能組立体１２
１の二つの部分１２３、１２４にそれぞれ配置された二つの突出部１４１及び二つの溝部
１４２を備える。当業者には認識されることだが、固定組立体１４０は必要に応じて異な
る数の突出部／溝部の対を備える。突出部及び溝部の数の増加は、二つの部分の間の固定
を向上し、これにより、展開式衣服フレーム１００をより強固に展開形態で保持する。
【００３１】
　例示の実施形態では、ロック組立体４０は、展開式衣服フレーム１０の展開形態で折畳
可能組立体２１、２２を固定するが、当業者はすでに理解するだろうが、ロック組立体は
、折畳可能組立体２１，２２を展開形態以外の形態、例えば、部分的に畳まれた形態で固
定するように構成できる。さらに、上記の折畳可能組立体２１，２２は、展開式衣服フレ
ーム１０が展開形態にある時に、水平面内に実質的に位置するが、当業者は認識するだろ
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うが、これが常時そうであるわけではない。例えば、折畳可能組立体２１、２２は、湾曲
フレームからなることができ、これにより、フレームが展開形態にある時に、水平面内に
位置しない。
【００３２】
　図９、１０を参照すると、本発明による他の展開式衣服フレーム２００の例が示されて
いる。上述の実施形態に比べて、フレーム２００は、二つの折畳可能組立体２２１、２２
２に加えて、追加の折畳可能組立体２２０を備える。追加の折畳可能組立体２２０は、二
つの長手方向に配置された折畳可能組立体２２１，２２２から長手方向に間をあけて保持
され、リンケージ組立体２３０により二つの長手方向に配置された折畳可能組立体２２１
、２２２と平行に保持される。折畳可能組立体２２０、２２１、２２２の夫々は二つの部
品として設けられ、一対の端部支持組立体２１１、２１２とヒンジ結合されている。
【００３３】
　図１１、１２を参照すると、本発明によるさらなる伸縮可能衣服フレーム３００の例を
示す。図９、１０の実施形態と比べて、フレーム３００は三つの折畳可能組立体３２０、
３２１、３２２に加えて、追加の折畳可能組立体３１９を備える。折畳可能組立体３１９
、３２０、３２１、３２２が、リンケージ組立体３３０を介して、長手方向に間隔をあけ
て、互いに平行に保持される。折畳可能組立体３１９、３２０、３２１、３２２の夫々は
、二つの部品として設けられ、一対の端部支持組立体３１１、３１２とヒンジ結合されて
いる。
【００３４】
　図１３を参照すると、本発明による展開形態の他の展開可能衣服フレーム４００の例が
示される。上記の実施形態と比較して、フレーム４００は一対の端部支持組立体４１１、
４１２に加えて、追加の端部支持組立体４１３を備える。端部支持組立体４１３は、第３
及び第４の折畳可能組立体４５１、４５２により、一対の側方に配置された端部支持組立
体４１１、４１２と平行に側方に間隔をあけた関係で保持されている。折畳可能組立体４
２１、４２２、４５１、４５２は、対応するリンケージ組立体４３０、４３１を介して、
互いに長手方向に間隔をあけて、互いに平行に保持されている。しかしながら、当業者は
認識するだろうが、本発明の範囲を離れることなく、図１３に図示されたのとは異なる数
の折畳可能組立体を用いてもよい。例えば、端部支持組立体４１１、４１２の中間に３つ
の折畳可能組立体を配置し、端部支持組立体４１２、４１３の中間に一つの単独の折畳可
能組立体を配置してもよい。ただ一つの折畳可能組立体が一対の端部支持組立体の中間に
配置されている場合には、リンケージ組立体は必要とならない。同様に、当業者は認識す
るだろうが、本発明の範囲を離れることなく、図１３に示されたのとは異なる数の端部支
持組立体を使用できる。例えば、４つの端部支持組立があり、二つの端部支持組立体は一
対の折畳可能組立体と平行に側方に間隔をあけた関係で保持されてもよい。
【００３５】
　図１４（ａ）、図１４（ｂ）、図１４（ｃ）、図１４（ｄ）、図１４（ｅ）を参照する
と、本発明による展開可能衣服フレームに用いられる固定部材５６０の例を示す。この特
定の実施形態では、固定部材５６０は、単一の突出部５４１及び単一の溝部５４２を備え
る。展開可能フレームが完全に展開した形態（図１４（ａ））、部分的に畳まれた形態（
図１４（ｂ）－（ｄ））、及び完全に展開した形態（図１４（ｅ））にある時の突出部５
４１と溝部５４２との相対位置が示される。当業者には認識されるだろうが、固定部材５
６０は、必要に応じて異なる数の突出部／溝部の対を備えることができる。
【００３６】
　図１５（ａ）、図１５（ｂ）、図１５（ｃ）、図１５（ｄ）、図１５（ｅ）を参照する
と、本発明による展開可能衣服フレームに用いられるさらなる固定部材６６０の例を示す
。ロック部材５６０と比較して、ロック部材６６０は、２つの突出部６４１と、２つの突
出部６４１を受け入れるようになっている２つの相補的な溝部６４２を備える。展開可能
フレームが完全に畳まれた形態（図１５（ａ））、部分的に畳まれた形態（図１５（ｂ）
－（ｄ））及び完全に展開した形態（図１５（ｅ））にある時の突出部６４１と溝部６４
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２の相対位置が示される。
【００３７】
　図１６（ａ）、図１６（ｂ）、図１６（ｃ）、図１６（ｄ）、図１６（ｅ）を参照する
と、本発明による展開可能衣服フレームに用いられるさらなる固定部材７６０の例を示す
。ロック部材７６０は、３つの突出部７４１と、３つの突出部７４１を受け入れるように
なっている３つの相補的な溝部７４２を備える。展開可能フレームが完全に畳まれた形態
（図１６（ａ））、部分的に畳まれた形態（図１６（ｂ）－（ｄ））及び完全に展開した
形態（図１６（ｅ））にある時の突出部７４１と溝部７４２の相対位置が示される。
【００３８】
　当業者には認識されるだろうが、本発明による固定組立体は、展開可能衣服フレームの
固定可能組立体の容易な固定／固定解除をもたらす。当業者は認識するだろうが、上述の
固定組立体を設けることにより、展開可能衣服フレームを展開形態から畳まれた形態へと
使用者は容易かつ少ない力で移行することができる。
【００３９】
　本発明を例示と上述の好適な実施形態を参照することにより説明したが、これらは本発
明を理解するのを助けるための例示であり、限定を意味するものではないことは認識され
るだろう。これらの改良とともに当業者にとって明らか又は自明な変形又は修正は、本発
明と均等であると考えるべきである。

【図１】 【図２】



(11) JP 5367103 B2 2013.12.11

【図３】 【図４】

【図５】 【図６】
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【図７】 【図８】

【図９】

【図１０】

【図１１】

【図１２】
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【図１３】 【図１４】

【図１５】 【図１６】
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